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■
募
集
施
設
個
室
２
室
＝
い
ず
れ

も
月
３
万
５
千
円
・
約
５
平
方
㍍

■
利
用
期
間
原
則
３
年

■
応
募
要
項
配
布
場
所
等
同
セ
ン

タ
ー
、
経
済
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
４
階
）
、
同
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（h

ttp
://ko

-to
.in
fo
/

）

 

２
月　

日
（
必
着
）
ま
で
に
、

２８

郵
送
ま
た
は
直
接
、
申
請
書
等
を

同
セ
ン
タ
ー
（
〒　

儿
０
０
０
２

１８４

梶
野
町
１
儿
２
儿　

☎
０
４
２
２

３６

儿　

儿
２
０
４
０
）
へ

３１

 　

感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
の
生

活
様
式
の
変
化
も
あ
り
、
家
庭
か

ら
排
出
さ
れ
る
ご
み
量
が
増
加
し

て
い
ま
す
。

　

受
け
付
け
か
ら
収
集
ま
で
に
１

か
月
ほ
ど
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
引
っ
越
し
を
予
定
し
て

い
る
方
は
、
お
早
め
に
、
粗
大
ご

み
受
付
セ
ン
タ
ー
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
２
９
）
ま
た
は
ご
み
対
策
課

窓
口
（
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
）

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

ご
み
対
策
課
清
掃
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
３
５
）

３８７
 　

ち
ょ
こ
っ
と
共
済
の
令
和
４
年

度
分
（
４
月
１
日
共
済
開
始
）
の

予
約
申
込
を
、
２
月
１
日
（
火
）

か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

　

ち
ょ
こ
っ
と
共
済
は
、
東
京
都

の
全
市
町
村
が
共
同
で
運
営
し
、

交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
き
に
、
見

舞
金
を
受
け
ら
れ
る
助
け
合
い
の

制
度
で
す
。

東
小
金
井
事
業
創
造
セ
ン
タ
ー

（
Ｋ
Ｏ
儿
Ｔ
Ｏ
）の
入
居
者
募
集

申粗
大
ご
み
の
申
し
込
み
は

お
早
め
に

問交
通
災
害
共
済

（
ち
ょ
こ
っ
と
共
済
）に

ご
加
入
を

　

加
入
申
込
書
は
、
各
家
庭
に
配

布
す
る
ほ
か
、
市
内
の
銀
行
等
窓

口
（
郵
便
局
、
三
井
住
友
信
託
銀

行
は
除
く
）
で
も
配
布
し
て
い
ま

す
。
詳
細
は
、
東
京
市
町
村
総
合

事
務
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp

s://ch
o
ko
tto
kyo
sai.jp

/

）
で

も
確
認
で
き
ま
す
。

 

市
内
在
住
の
方

■
会
費
等
▽
Ａ
コ
ー
ス
＝
年
額
千

円
の
会
費
で
最
高　

万
円
の
見
舞

３００

金
▽
Ｂ
コ
ー
ス
＝
年
額　

円
の
会

５００

費
で
最
高　

万
円
の
見
舞
金

１５０

 

市
内
の
小
・
中
学
生
、
消
防
団

員
の
方
は
、
市
費
負
担
で
Ｂ
コ
ー

ス
に
加
入
し
て
い
ま
す
（
自
己
負

担
に
よ
っ
て
Ａ
コ
ー
ス
へ
の
移
行

も
可
能
）

 

加
入
申
込
書
に
会
費
を
添
え
て

市
内
の
銀
行
等
窓
口
（
郵
便
局
、

三
井
住
友
信
託
銀
行
は
除
く
）
へ

 

交
通
対
策
課
交
通
対
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
５
０
）

０４２

３８７

 　

地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
か
ら
送
ら
れ
て

く
る
国
か
ら
の
緊
急
情
報
を
、
市

内　

か
所
に
設
置
し
て
い
る
防
災

５８
行
政
無
線
を
用
い
て
市
民
の
皆
さ

ん
へ
お
伝
え
す
る
た
め
、
情
報
伝

達
試
験
を
行
い
ま
す
。

 

２
月　

日
（
水
）
午
前　

時
こ

１６

１１

ろ■
試
験
放
送
の
内
容
▽
防
災
行
政

無
線
チ
ャ
イ
ム
▽
「
こ
れ
は
、
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」
３
回

繰
り
返
し
▽
「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う

さ
い
こ
が
ね
い
で
す
」
▽
防
災
行

政
無
線
チ
ャ
イ
ム

 

▽
こ
の
試
験
は
、
本
市
以
外
の

地
域
で
も
、
全
国
的
に
実
施
さ
れ

ま
す
▽
試
験
放
送
当
日
に
放
送
内

対他申問防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験

時他

容
を
確
認
す
る
場
合
は
、
自
動
音

声
応
答
サ
ー
ビ
ス
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
９
０
０
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

 

地
域
安
全
課
地
域
安
全
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
０
６
）

０４２

３８７

 　

令
和
３
年
１
月
～　

月
に
納
め

１２

た
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
お

よ
び
国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
、
市
・
都
民
税
の
申

告
の
際
に
は
、
忘
れ
ず
に
納
付
額

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
国
民
健
康
保
険
税
】

　

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

方
は
「
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通

知
書
」
の
令
和
３
年
２
月
～　

月
１２

の
保
険
税
額
で
、
そ
れ
以
外
の
方

は
「
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知

書
」
ま
た
は
預
・
貯
金
通
帳
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
領
収
書
等
の
添

付
は
不
要
で
す
。

 

納
税
課
管
理
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
２
５
）

【
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
】

　

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

方
は
「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

賦
課
決
定
通
知
書
」
の
下
部
（
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
入
通
知

書
）
の
特
別
徴
収
の
う
ち
令
和
３

年
２
月
～　

月
の
保
険
料
額
で
、

１２

口
座
振
替
の
方
は
同
通
知
の
普
通

徴
収
の
保
険
料
額
ま
た
は
預
・
貯

金
通
帳
で
、
そ
れ
以
外
の
方
は

「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
入

通
知
書
」
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

領
収
書
等
の
添
付
は
不
要
で
す
。

 

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

問国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険

料
・
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

問問

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
４
）

０４２

３８７

【
介
護
保
険
料
】

　

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

方
は
「
介
護
保
険
料
納
入
通
知

書
」
の
令
和
３
年
２
月
～　

月
の

１２

保
険
料
額
で
、
そ
れ
以
外
の
方
は

「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
」
ま

た
は
預
・
貯
金
通
帳
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
領
収
書
等
の
添
付
は
不

要
で
す
。

 

介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係
（
☎

　

儿　

儿
９
９
２
１
）

０４２

３８７

【
国
民
年
金
保
険
料
】

　

令
和
３
年
１
月
～　

月
に
納
め

１２

た
過
年
度
分
や
家
族
の
分
も
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
　

月
上
旬
ま
た
は
２
月
上
旬
に

１１
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
（
は
が
き
）

や
領
収
証
書
の
添
付
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
申
告
の
際

は
必
ず
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

立
川
年
金
事
務
所
（
☎　

儿　
０４２

５２３

儿
０
３
５
２
）

  　

現
在
、
重
度
心
身
障
害
者
手
当

を
受
け
て
い
る
方
は
、
現
況
届
を

提
出
し
な
い
と
手
当
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

対
象
の
方
に
は
、
現
況
届
の
用

紙
を
１
月
下
旬
に
発
送
し
ま
し

た
。
届
か
な
い
方
は
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

■
受
付
期
間
２
月
１
日
（
火
）
～

　

日
（
月
） 

自
立
生
活
支
援
課

２８障
害
福
祉
係
（
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

問問

ひ
ろ
ひ
ろ
ばば

福
祉
福
祉
のの

重
度
心
身
障
害
者
手
当
の

現
況
届
を
忘
れ
ず
に

問

４
２
）

 　

住
民
税
非
課
税
世
帯
や
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

家
計
急
変
の
あ
っ
た
世
帯
を
支
援

す
る
新
た
な
給
付
金
で
す
。
給
付

金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
手
続

き
が
必
要
で
す
。

 

①
世
帯
全
員
の
令
和
３
年
度
住

民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
世
帯
②

令
和
３
年
１
月
以
降
の
収
入
が
減

少
し
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入

と
な
っ
た
世
帯
■
給
付
額
１
世
帯

　

万
円
■
申
請
期
限
①
発
送
日
か

１０ら
３
か
月
以
内
②
９
月　

日
３０

（
金
）
■
申
請
方
法
①
令
和
３
年

　

月　

日
時
点
で
住
民
登
録
の
あ

１２

１０

る
方
へ
送
付
す
る
確
認
書
等
を
ご

覧
く
だ
さ
い
②
申
請
書
（
２
月
１

日
以
降
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い 

住
民
税
非
課
税
世
帯
等

に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金
担
当

（
☎　

儿　

儿
７
３
４
５
＝
土

０４２

３１６

曜
・
日
曜
・
祝
日
を
含
む
午
前
９

時
～
午
後
５
時
）

 　

精
神
疾
患
の
あ
る
方
で
、
認
定

を
受
け
た
方
を
対
象
に
、
精
神
医

療
に
係
る
通
院
、
デ
イ
ケ
ア
、
訪

問
看
護
、
て
ん
か
ん
の
診
療
や
薬

代
な
ど
の
医
療
費
の
自
己
負
担

を
、
３
割
か
ら
原
則
１
割
に
軽
減

し
ま
す
。

　

認
定
さ
れ
た
方
に
は
受
給
者
証

を
交
付
し
ま
す
。
障
が
い
の
程
度

や
所
得
状
況
に
よ
っ
て
は
対
象
と

な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
必
要
書
類
申
請
書
（
自
立
生
活

支
援
課
で
配
布
）
、
診
断
書
（
都

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対

す
る
臨
時
特
別
給
付
金

対

問

自
立
支
援
医
療
費
制
度

（
精
神
通
院
）
を

ご
存
じ
で
す
か

の
指
定
す
る
診
断
書
で
、
発
行
か

ら
３
か
月
以
内
の
も
の
）
、
健
康

保
険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

■
有
効
期
限
１
年
間
（
更
新
は
３

か
月
前
か
ら
申
請
で
き
ま
す
） 

自
立
生
活
支
援
課
相
談
支
援
係

（
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
４
１
）

３８７
 　

こ
の
事
業
は
、
毎
年
２
月
に
実

施
し
、
社
会
福
祉
協
議
会
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
寄
附
金
は
、
交
通
事
故
・
自
然

災
害
な
ど
で
一
家
の
働
き
手
を
失

っ
た
市
内
の　

歳
以
下
の
遺
児
へ

１８

の
援
護
金
や
、
子
育
て
・
子
育
ち

支
援
事
業
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

 

社
会
福
祉
協
議
会
（
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
０
０
１
１
）

  

２
月　

日
～
３
月　

日
毎
週
土

２６

１２

曜
日
午
後
２
時
～
４
時
（
全
３

回
） 

社
会
福
祉
協
議
会 

加
藤

公
一
さ
ん
（
看
護
師
）
ほ
か 

市

内
在
住
・
在
勤
の
方 
　

人
（
申

５０

込
順
） 

特
別
な
配
慮
が
必
要
な

方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い 

２
月
１

日
か
ら
、
電
話
、
Ｅ
メ
ー
ル
ま
た

は
直
接
、
福
祉
総
合
相
談
窓
口

（
社
会
福
祉
協
議
会
内
☎　

儿　
０４２

３８６

儿
０
２
９
５ 

ko
gan
ei-jiritsu

@
jo
y.o
cn
.n
e.jp

）
へ

  

２
月　

日
（
火
）
午
前　

時
か

２２

１０

ら 

社
会
福
祉
協
議
会 

霜
鳥
文 問

子
育
て
支
援
一
円
貨
募
金
運

動
に
ご
協
力
を

問大
人
の
発
達
障
害
サ
ロ
ン

地
域
の
居
場
所
づ
く
り
講
座

時

所

講
対

定

他

申

糸

市
民
啓
発
講
演
会

今
か
ら
考
え
る
老
い
支
度

遺
言
・
任
意
後
見
制
度

時
所

講

美
恵
さ
ん
（
行
政
書
士
） 
　

人
２０

（
申
込
順
） 

２
月
１
日
か
ら
、

電
話
で
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
（
☎

　

儿　

儿
０
１
２
１
）
へ

０４２

３８６

 　

相
続
等
で
不
明
な
点
な
ど
を
、

司
法
書
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 

２
月　

日
（
火
）
午
後
１
時　

２２

３０

分
～
３
時　

分 

社
会
福
祉
協
議

４０

会 
　

人
（
申
込
順
） 

２
月
１

１２

日
か
ら
、
電
話
で
権
利
擁
護
セ
ン

タ
ー（
☎　

儿　

儿
０
１
２
１
）へ

０４２

３８６

  

３
月　

日
（
土
）
午
後
２
時
～

１２

３
時　

分 

オ
ン
ラ
イ
ン 

加
守

３０

田
久
美
さ
ん
（
介
護
福
祉
士
） 

　

人
（
申
込
順
） 

２
月
１
日
～

５０３
月
４
日
に
、
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
s://

m
arim

o
kai.jp

/facility/ko
ga

n
ei

）か
ら 

障
害
者
地
域
自
立
生

活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
障
害
者
福
祉

セ
ン
タ
ー
１
階
☎　

儿　

儿
８
８

０４２

３８１

１
１ 
　

儿　

儿
８
４
８
８
）

０４２

３８３

 　

認
知
症
の
方
を
介
護
し
て
い
る

家
族
同
士
で
悩
み
や
不
安
を
語
り

合
い
、
専
門
の
先
生
の
講
座
を
交

え
な
が
ら
勉
強
し
ま
せ
ん
か
。

 

３
月
５
日
（
土
）
午
後
１
時
～

３
時 

上
之
原
会
館 

五
島
シ
ズ

さ
ん
（
認
知
症
ケ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
） 

認
知
症
の
方
を
介
護
し
て

い
る
家
族
の
方 
　

人
（
申
込

１０

順
） 

２
月
７
日
か
ら
、
電
話
で

緑
寿
園
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
（
☎　

儿
０４２

　

儿
１
２
０
６
）
へ

４６２

定

申

相
続
・
遺
言
・

成
年
後
見
制
度
相
談
会

時

所

定

申

障
害
者
地
域
自
立
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー
主
催
講
演
会
・
連

絡
会　

難
病
の
方
の
地
域
生

活
を
支
え
る
儿
訪
問
ヘ
ル
パ

ー
の
役
割
と
は

時

所

講

定

申

問

FAX
認
知
症
家
族
の
集
い

時

所

講

対

定

申


